
 

 

六日町局（郵便部）における雇用促進暫定手当の導入について 

  

日本郵便（株）信越支社 要員集配部は、本日（12月 10日）「六日町局（郵便部）

における雇用促進暫定手当の導入」について地方本部に説明してきました。 

 

六日町郵便局（郵便部）では現在１名の要員不足であるが、2021 年 3 月末に退職

予定者（１名）がおり、現在の不足数を含め２名の不足が見込まれているため募集を

行ってきましたが、必要な要員が確保できないため、雇用促進暫定手当を導入し、要

員確保につとめるとしています。 

詳細については、支社資料を参照願います。 

  

１．承認期間 

  ２０２０年１２月１０日（木）から２０２１年３月３１日（水）まで 

  

２．雇用促進暫定手当導入部および手当額 

局  名 担 務 
雇用単価（単位：円） 

基本賃金 手当 計 

六日町局 郵便部 通集配/混合 940 120 1,060 

 

３．要員不足状況等 

（１）不足数（１２月１０日現在） 

局  名 不足人数（単位：人） 備考 

六日町局 郵便部 ２（※） 
※2021 年 3月末 1名退職予定

を含む。 

 

（２）募集活動実施状況 

  ・ハローワーク 

  ・郵便ＨＰ（Ｗｅｂ掲載） 

・局外周知ポスター 

・社員からの紹介 
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地本は支社に対し、本施策によっても要員が確保できない場合は、手当の増額や延

長、所属長加算についても検討することを求めました。 

 

【労使対応】 単局窓口（六日町局） 

 


